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１．はじめに 
代官山ステキな街づくり協議会（代スキ会）は、地域

のまちづくりの情報交換や交流の場としての活動を展開

し、渋谷区まちづくり条例 (2005 年策定)の第 1 号認定団

体となった。2007 年 8 月 23 日には、協議会による｢わが

まちルール｣(代官山ルール)が区に登録された。このルー

ルは、代官山地域における建築や開発の計画者が、地域

住民の代表等による運用会議委員と事前に開発計画につ

いて意見交換するように定めたルールである（表１）。 
本研究は、「わがまちルール」による大規模開発等の開

発協議の実態について把握・追跡することにより、その

運用方法や協議調整型ルールのあり方について考察する

ことを目的とする。 
研究の方法は、以下の通りである。 

①渋谷区におけるまちづくり施策の把握 
②代官山地域における開発動向の把握―代官山ステキな

街づくり協議会による開発動向に関する情報収集・現

地踏査による開発予定地の実態把握 
③開発協議の実態の追跡―住民説明会への参加・住民の

意見交換会・代官山ルール運用会議等による把握 
２．代官山地域における開発動向 
（図１）は代官山地域における開発予定地及び開発進

行敷地である。開発予定地は多く、そのほとんどが大規

模な団地や社宅、マンション等の建替えであることがわ

かる。現在、住民説明会が行われた開発予定地は、代官

山パシフィックマンション建替計画、外国人向け住宅で

あったエバーグリーンパークホームズ、うぐいす住宅団

地の３プロジェクトである。また、ノースウエスト社宅

は取り壊し後新たな建築計画が予定されている。また、

NTT 社宅は、2008 年 3 月に社宅閉鎖が予定されている。 
３．開発協議の実態 
①代官山パシフィックマンション 

代官山ルールが施行されてから最初の開発協議の対象

となった事業である。主な協議の経緯は（表 2）の通りで

ある。住民と事業者の間における計画上の論点は新たに

建替えられる建築物の「高さ」と「用途」の問題である。

八幡通り沿道には、代官山のまちづくり活動のきっかけ

となった総合設計制度を適用した 16 階建ての建物がある

ほかは、最高 10 階建て程度の高さで街並みが形成されて

おり、運用会議では高さ 50m の建替計画は周辺環境との

調和の面で問題があると判断した。さらに、区では絶対

高さの高度地区を指定する予定で、当該地域の高さ規定

は 40m であり、本計画が実現すると既存不適格建築物と

なる。用途については、業務及び商業用途のビルとして

レストランの屋上テラスやカフェテラスも計画されてお

り、裏手に位置する小学校や住宅への騒音やプライバシ

ー等の影響が大きいと予測された。しかし、事業者はフ

ァンドの形態をとっており、代官山ルール運用会議との

文書のやりとりはあるものの、直接の協議は 1 回しか行

われず、計画の協議は平行線をたどっている。 
②エバーグリーンパークホームズ・うぐいす住宅 
両者ともに総合設計制度適用した建替計画であり、運 

用会議のメンバーからは、建物高さについて、周辺環境

や代官山の価値を下げるという異論があったが、2007 年

11 月に行われた協議では事業者や管理組合の意向が強く、

成立しなかった。ただし、エバーグリーンパークホーム

ズ跡地計画の周辺道路については渋谷区の道路課と話し

合い、代スキ会が歩車共存のデザインを提案することに

なった。また、うぐいす住宅跡地の計画では、管理組合

の要望としての防犯面・セキュリティー面に配慮しなが

ら、発掘された遺跡を活用した公園整備や店舗設置によ

る開放性の高い公開空地などの提案を検討中である。 
４．まとめ 
以上の経緯から、①マンションや団地の建替計画には

オーナーの意思が強く反映されることから、財産権や採

算性の面からの計画内容に関する協議の難しさがあるこ

と、②地域の住民や専門家の立場からは、当該地域にお

ける計画建築物の高さ・用途・周辺環境との関係性が、

とくに協議のポイントとなることが、明らかとなった。 
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｢代官山ルール」は、当該ルール対象地域代表と専門委員からなる

｢代官山ルール運用会議｣が、地域において開発行為、建築行為、

工作物の設置及び大規模な敷地の売買等、地域環境に影響を及ぼ

す行為を行おうとする計画関係者に対して、計画内容に関する意

見交換を当該運用会議と行うよう促し、協働型のまちづくりの実

践により、地域固有の自然的条件とその空間的特質を活かした生

活環境の維持・創造を実現することを目的とする。 

（表１）わがまちルールの目標及び方針 



 
 ２００７年度卒業論文梗概集 東海大学工学部建築学科 
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地上6階建、地下1階建

建物高さ17．95m（総合設計制度適用による絶対高さ制限緩和）

住友不動産株式会社

うぐいす住宅管理組合

共同住宅　6棟247戸

敷地面積：11，005．53㎡　

地上5階建、地下3階建

建物高さ17．95m（総合設計制度適用による絶対高さ制限緩和）

共同住宅　全10棟（賃貸マンション）

敷地面積：15,723．11㎡（道路・公園提供前　17,265．06㎡）

建築面積：7，065.50㎡　延床面積：50,079．40㎡

建築面積：4，827．32㎡　延床面積：31，747．14㎡

有限会社　チャレンジャ－ズ

地上10階、地下1階、塔屋1階

建物高さ46．5m　塔屋等を含む高さ49．8m

事務所・店舗

敷地面積：2.279.64㎡　　

建築面積：1.367.00㎡　延床面積：9.500.00㎡

面積

事
業
者
側

H19．8．30
大林組、三井不動
産、興和不動産の看
板設置。土地はみず
ほ信託、受益者が
チャレジャーズ（ＳＰ
Ｃ）特別目的会社。
三井不動産と興和不
動産が共同出資して
作った会社。

H19．10．12　10．13
代官山ルール登録認可報告及
び（仮称）代官山プロジェクト計
画に関する意見交換会（井戸端
会議）
・プロジェクト設計コンセプト持参
八幡通り、猿楽町10番地パシ
フィックマンション跡に建築。建
築面積約700坪、地下1階10階建
て、高さは49.8m。1階～2階は店
舗で2階，オープンテラスのカ
フェが設けられる。3階～8階はオ
フィス9階10階はオープンテラス
付きのレストラン。地下1階は駐車
場。

H19．11．8
代スキ会が興和不動産へ行き
話し合い要望書を渡したが、も
うかなり基本的に詰めた状態の
中でやったので基本的方針を
覆すつもりはない。可能なもの
については変えていきたいとは
思っている。高さ・用途・面積・
駐車場はもう変えることはできな
い。全ての見直しをすることは
難しい。

H19．11．27　11．28
｢パシフィックプロジェ
クト3DCG上映会」を
わがまちルール運用
委員会が開催。
事業者の方も参加し
た。

代
官
山
ス
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り

協
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会
運
用
会
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H19．9．15
わがまちルール
第2回運用会議
①パシフィックマン
ション跡地計画に関
して
②地域の皆様へのわ
がまちルールの登録
報告とご案内
③ゴミ問題について
④道のネーミングとコ
ミュニケーション

住
民
側

H19．12．4
わがまちルール第5
回運用会議
①今後について
②ラフェンテでの上
映会について
③要望書に対する
回答について
・1、2月着工と言わ
れている中で何が
できるのか考える。
区長への陳情書を
地域住民が出すよ
うにする。近隣住民
による陳情書、署
名は効果がある。
・ラフェンテで上映
会を行い前回の上
映会に来れなかっ
た人に来てもらう。
・代スキ会として
は、もう少し話し合
いをしてこちらの
レールにのってもら
わなければ意味が
ない。

H19．10．12　10．13
代官山ルール登録認可報告及
び（仮称）代官山プロジェクト計
画に関する意見交換会（井戸端
会議）
①代官山プロジェクト計画説明
②上記計画に関する意見・要望
●住民の意見、要望
①高層でオフィス・商業のみの建
物は違和感があり、まちの景観
や性格が大きく変わる。
②八幡通りに高いビルが立ち並
ぶことが怖い。高さの再検討。
③騒音や風害、ゴミ、臭いなど近
隣住民の生活環境悪化を阻止。
④猿楽小学校の教育環境が悪
化。通学路の交通事情も心配。
⑤駐車場への出入りで八幡通り
は渋滞。狭い歩道も環境整備。
⑥住民の声を大きなパワーとし、
早急に対応し事業者側に要望を
投げかけたい。

H19．11．27　11．28
｢パシフィックプロジェ
クト3DCG上映会」を
わがまちルール運用
委員会が開催。
住民の方々にこのよう
な建物が建つことを
知ってもらおうという
目的を持って開催し
た。また、ＣＧを見てこ
の建物についての要
望などを地域住民の
方に聞いた。
・地域住民の意見
①ガラス張りの問題
②高さの問題
③騒音の問題
④テラスの問題

H19．11．10
わがまちルール第4回運用会議
①方向性・今後について
②興和からの報告について
③要望書について
解体工事週初めに日程表を
持ってくるよう伝えた。浮遊塵
埃、騒音、振動のデーターを取
り被害がないか調査。CG上映
会を行い計画のことを住民に
知ってもらう。11．8，11．14に協
議会より興和・三井不動産に要
望書を渡した。
要望書の内容
●建築物の形態に関して
①道路斜線によるスカイライン
の形成を維持
②ガラス壁面の透視率の配慮
③前面空地を3m以上確保
④駐輪場の確保
⑤緑化基準面積
⑥地域の回遊性を考慮、猿楽
小学校側への自由通路設置
●用途に関して
①事務所・店舗のテナントに地
域にふさわしい業種・業態を管
理者が責任を持って選択する。
②スカイレストラン，カフェテラス
は、周辺環境への十分な対策
を講じる。

H19．11．22
11．10に渡した要望書の回答
●建築物の形態に関して
①高層部分は中層部分から
セットバックさせ、ガラスを中心
とした素材を使用し空中に浮
遊するような軽い存在。中層
部分においてもガラスと金属
サッシを使用し、空に溶け込
むような外装計画により存在感
の低減を図る。低層部分は周
囲の建物とスケール感を合わ
せたデザインを施し、街並み
の連続性を確保。
②周辺住民のプライバシー確
保との両立を考慮して採用資
材の選定。
③八幡通りの1階部分を敷地
境界から約2．3mセットバックさ
せ、建物の圧迫感の緩衝、歩
行者のゆとりある通行に寄与
する計画。
④顧客の自転車による店舗来
場、テナント従業員の自転車
通勤等は見込んでないが、テ
ナント業務用に10台程度の駐
輪スペースを設置する。
⑤敷地のみならず、屋上、テラ
ス部分についても積極的に緑
化を行っていく。
●用途に関して
①事務所店舗のテナントにつ
いては、地域にふさわしい業
種・業態を管理者が責任を
持って選択します。
②屋上及び２階のテラスにつ
いては、プライバシー、騒音、
危険物等の放出等法令遵守
はもとより迷惑を最小限にとど
めるよう十分な配慮を行うこと
を条件とする。

H19．9．20
代官山パシフィックマンション解体
工事・新築計画近隣説明会
●基本的コンセプト
①エレガントかつシャープな建物
②地域との調和③ヒューマンス
ケール
●場所の特徴
①T字路の突き当たりで坂道の正
面に位置
②地域のランドマークとしたい
●閑静な住生活環境との調和
①適度な植栽②空地の確保
●地域の人達との関わり方
①町会・商店街に積極的に参加

H19．9．20
代官山パシフィックマンション新築
計画説明会を聞いての代スキ会と
チャレンジャーズの計画協議。株
式会社チャレンジャーズに質問書
を渡した。後日の運用会議におい
て説明。
●質問書の内容
・建物用途に関しての各階の用途
・高さについて（周辺との景観）
・高層部分のテラスについて
・後背地に関する配慮
・ゴミ、騒音に関する配慮
・外壁の色、ガラスの反射不可に
関する項目

H19．9．20
代官山パシフィックマンション新築
計画説明会での住民の意見
・店舗、事務所にしたのはなぜ？
→ニーズが高く、住居だと容積率
の問題があり事業主の立場として、
店舗・事務所・住居の3種類にする
と賃料回収が少なくなる。
・マナーのある環境対応。
・住民の利益を奪っている。
・高さは高すぎないか？
・設計で緑をいれてほしい。
・テナントの入った後のメンテナン
スが心配。

H19．9．25
わがまちルール第3回運用会議
①事業者より説明
②本地域の魅力と特性に関する
提言
③運用委員からの要望
④近隣説明会での要望の確認
●新たな要望
①代官山エリアは、中低層の住宅
地を中心に商業がバランスよく共
存する地域である。地域との繋が
りという面でも住居が必要。
②八幡通りに、高さ50mのガラス張
りのビルは違和感がある。
③代官山の中心に聳え立つ建物
として魅力がない。
④回遊性や開放性がない。
⑤小学校が隣接。教育環境を変
えないこと。
⑥周辺環境との調和を重視し住
居を加える。回遊性のあるオープ
ン空間を望む。
⑦周辺住民の生活環境悪化への
対応。

H19．9．25
わがまちルール第3回運用会議
近隣説明会の要望の回答
・住居系が入るとなぜ難しいか？
事務所・店舗・住居系だと入口が3
つ必要になり、レイアウト上デッド
スペースが多くなる。
・どのようなオフィスをテナントと考
えているか？
1区画100坪くらいの規模で3～8
階を事務所スペース。低層は60～
70坪で店舗、最上階も店舗として
考えている。具体的なテナントは
決まっていない。

エバーグリーンパークホームズ（総合設計制度適用） うぐいす住宅（総合設計制度適用）
●住民からの要望
①通学路の問題・道路の問題
②公開空地の問題
③駐車場の問題
④壁面位置の後退
・天空率、緑地率、道の安全性の確保。
・総合設計制度を利用することはあまり
賛成でない。利用するならば公共性が
住民に与えられる必要があるべき。
・建物は4m道路に隣接しているため高さ
が10m以内の建物であり、景観的調和を
図るためには絶対高さでの計画が不可
欠。

●事業者の回答
①南・西側の道路に沿って計画地側には幅員4mの
歩道状空地を整備。また、南・西側の現状約3．5mの
道路を6mに拡幅し、計画地の対岸から幅員1．5mの
位置に路側帯を設置。線上には車止めの設置も検
討中。
②時間制限にし出入口に門をつける。浮浪者対策と
しては、トイレ・水飲み場を設けない。
③９ｍ道路側がメイン駐車場入口。逆側にも駐車場
入り口を設ける予定。
④壁面位置の後退により、歩道状空地の幅員を3m
から4mに拡幅。拡幅した部分は、主に緑地帯として
緑化に努める。歩道状空地の高木の位置を道路際
から計画建物側に移動し、道路の見通しをより良く
すると共に建物前の空間を広げる。

総合設計制度適用についての異論はあったが調整は整わず周囲の道路や公開空地の提
案を行うことになった。道路が4m道路から6m道路に拡幅することによりスピードを出す車が
増え危険性が伴うのでスピードを出せないような工夫をするよう求めてる。歩車共存のデザ
インにするようにと区の道路課と話し合っている。

●住民からの要望
緑が減り、人口が増え、住民としてうぐ
いす谷地区の環境悪化を懸念してい
る。総合設計制度を使ったうぐいす住
宅の建替え計画に反対。なぜなら土地
ぎりぎりいっぱい建て、第二種住居専
用地域であるにも関わらず18mの高さ
を建てるうぐいす住宅の総合設計制度
には納得がいかない。
①公開空地及び提供公園について
②緑について

●事業者の回答
①大規模な公園を新たに整備し、周辺
の方が広く利用できる活動と憩いの場
とする。提供公園には浮浪者対策とし
てトイレと水道は設置しない。時間帯に
より閉鎖か管理会社による24時間体制
の警備にするかまだはっきり決まってい
ない。防犯面・セキュリティーには細心
の注意を払っていく。かなり問題がある
地域であるのでこの部分を一番しっかり
しなくてはならない。
②現在の敷地にある緑の多い環境をで
きるだけ残し、開かれた空間としていく
ことで、地域にとって良好な環境づくり
をする。

総合設計制度適用については、強い意思を示していたことからそのことにつ
いては調整できず公開空地、公園についての提案を考えることとなった。住民
に利益を生むようなものとしてほしいということを伝えた。もう少し代スキ会と
相談をして計画を考えていってほしい。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図 1）開発予定地及び開発進行地 

（表 2）代官山ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏﾝｼｮﾝ開発協議 

（表 4）エバーグリーン・うぐいす住宅  

（図 2）代官山ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏﾝｼｮﾝ建替計画 

（図 3）計画配置図

（表 3）各プロジェクトの概要 


